
清新町地区ファミリーヘルス推進員会会則

（名称）

第 1 条本会は、清新町地区ファミリーヘルス推進員会と称する。

（目的及び事業）

第 2条 本会は、清新町地区の健康づくりに寄与することを目的とし、おおむね次の事

業を行う 。

(1）推進員会の運営に関する事業
(2）健康講座に関する事業

(3）各種の健診の勧奨に関する事業

(4) ウオーキングに関する事業

(5）地域ミニデイに関する事業

(6）健康ボランティアの育成に関する事業

(7）健康情報の提供に関する事業

(8）その他健康づくりに関する事業

（会員）

第 3 条 本会の会員は、町会又は自治会の推薦により選出され、区長に委嘱されたファ

ミリ一ヘルス推進員で

（役員）

第 4 条 本会の役員は、会長 1 名、副会長 2名及び専門部長とする。 ただし、副会長は、

専門部長を兼ねることができる。

2 会長は、本会を代表し、総会、定例会及び役員会を招集する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 専門部長は、各専門部会を組織し、第 2条の規定に基づく活動を行う 。

5 役員の任期は、 1 年とする。 ただし、再任を妨げない。

（会の運営）

第 5 条 総会は、年 1 回以上開催し、本会の基本的事項を決定する。

2 定例会は、年4 回以上開催し、本会の事業運営に関することを決定する。
3 役員会は、特定の案件を処理するため、必要に応じて開催し、その結果を総会又

は定例会に報告する。

4 専門部会は、活動計画を決定し、総会に報告するとともに、活動状況について定

例会に報告する。

5 本会の事務局は、江戸川区健康部健康サービス課清新町健康サポートセンター内

に置く 。

（監査）

第 6 条 監査は、総会において選出し、任期は 1 年とする。

2 監査は、活動及び、会計について監査を行い、その内容を総会に報告し、承認を受け

なければならない。

（専門部）

第 7 条 専門部の構成は、次のとおりとする。

(1) 広報部

(2）ウオーキング部

(3）講座・研修部


